
 

神奈川区連合町内会自治会連絡協議会 

（３月定例会） 
          

日時：令和８年３月 18日（水）午後１時 30分から 

 

１ 岐部会長あいさつ 

 

２ 鈴木区長あいさつ 

 

３ 警察・消防 定例報告 

 

（１） 刑法犯認知状況について       （神奈川警察署生活安全課） 

 

（２） 交通事故発生状況について        （神奈川警察署交通課） 

 

（３） 火災・救急等の状況について          （神奈川消防署） 

 

４ 議題 

 

（１）災害ボランティアサポーターの紹介依頼について 

【推薦依頼】（神奈川区社会福祉協議会） 

 

（２）「新たな防災気象情報」・「気象警報等発表区域の細分化」の運用開始

について            【情報提供】（総務局緊急対策課） 

 

（３）かながわ支え愛プラン（第５期神奈川区地域福祉保健計画）地区別計

画について                  【掲出依頼】（福祉保健課） 

 

（４）第 51回衆議院議員総選挙の御協力に対する御礼について 

【情報提供】（総務課統計選挙係） 

 

（５）「令和８年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布に

ついて                      【情報提供】（総務課） 

 

 



 

（６）GREEN×EXPO 2027の入場チケット等について 

【情報提供】（区政推進課） 

 

（７）令和８年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について 

 【情報提供】（地域振興課） 

 

（８）地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

 【情報提供】（地域振興課） 

 

（９）「町の防災組織」活動費補助金関係書類等の送付について 

                     【情報提供】（総務課） 

 

（10）自治会町内会ポータルの運用開始に向けたお知らせについて 

 【情報提供】（地域振興課） 

 

（11）地区連合町内会及び自治会町内会の現況届について 

【提出依頼】（地域振興課） 

 

（12）地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取扱いについて 

【協力依頼】（地域振興課） 

 

（13）令和８年度の配送便（白袋）について 

【協力依頼】（地域振興課） 

 

（14）神奈川区青少年指導員だより第 100 号の発行について 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（15）神奈川区スポーツ推進委員だより第 35 号の発行について 
【情報提供】（地域振興課） 

 

（16）改正道路交通法施行に伴う自転車ルールのチラシの掲出依頼について 

 【掲出依頼】（地域振興課） 

 

（17）自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.4」の

公開について                 【情報提供】（地域振興課） 

 



（18）消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

【掲出依頼】（経済局消費経済課） 

 

 

※（２）・（５）・（７）・（８）・（９）・（11）は市連会からの議題です。 

 

 

 

５ その他 

 

（１） 令和７年度自治会町内会長感謝会及び永年在職者表彰式の実施報告に

ついて 

【情報提供】（地域振興課） 

 

（２） 令和８年度 区連定例会・総会、配送便（白袋）の日程について 

【日程連絡】（区連会事務局） 

 

 

 

 

 
≪４月定例スケジュール≫           （地域振興課） 
 

・４月区連定例会について                

◇日時：令和８年４月 17日（金）13時 30分～ 

◇場所：神奈川区役所 本館５階大会議室 

       

・４月の配送便（白袋）について               

    ４月の配送便は４月 25日（土）までに送付予定です。 
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議  題 

 

１ 災害ボランティアサポーターの紹介依頼について 

                                  

 
令和８年２月区連会定例会にて見直しの方向性をご説明いたしました「災害ボランテ

ィアサポーター」について、ご紹介等ご協力お願いいたします。 
 
１ お願いしたいこと 

   地区連合定例会等での情報提供及びこの取組にご協力いただける方のご紹介 
 ※強制ではありません ※人数は問いません 
 

２ 災害ボランティアサポーターの概要 

（１）役  割 被災地域からのニーズ収集、被害状況の情報提供、ボランティアの案 
内役など 

（２）活動場所 原則として居住地 ※災害ボランティアセンターへの参集を必須とし 
        ません 
（３）要  件 ①18歳以上の区内在住の方 ※学生も可 
        ②地域防災拠点運営委員以外の方   

         ※ご本人が希望し、かつ地域防災拠点運営に支障がない場合は運営委 
員も可 

（４）任  期 ２年 ※継続も可 
 
３ 紹介にあたって 

   令和８年６月１日(月)までに、別紙「災害ボランティアサポーターの紹介につい

て」若しくは Webフォームにて事務局へお知らせください。 
※期日を過ぎても推薦や応募は受付けます。 

 
４ その他 

 現在、災害ボランティアサポーターとして登録いただいている方には、本会から意 
向確認を行います。 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会  担当：原田・菅原  電話：311-2014 FAX：313-2420 

 

推薦依頼 



2 
 

２ 「新たな防災気象情報」・「気象警報等発表区域の細分化」 

の運用開始について                                              

 
令和８年５月下旬から、「新たな防災気象情報」の運用が全国的に開始され、河川氾

濫・大雨・土砂災害・高潮の４項目でレベル４相当となる「危険警報」が新設されま

す。 
また、横浜市域に発表される気象警報等の発表区域について、北部・南部の２区域へ

細分化されます。これらの制度改正について、市としても丁寧な周知を進め、地域での

防災力向上に図ってまいります。 
つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

【問合せ先】 

総務局 緊急対策課  担当：古賀・福原  電話：671-3459 FAX：641-1677 

 

３ かながわ支え愛プラン（第５期神奈川区地域福祉保健計 

画）地区別計画について                                            

 
かながわ支え愛プラン（第５期 神奈川区地域福祉保健計画）の策定にあたりまして

は、地域の皆さまより多大なるご協力を賜り、心より御礼申し上げます。   
皆様のご協力のもと、区（全体）計画、地区別計画ともに、第５期計画が完成し、令

和８年４月より始動いたします。つきましては、本計画の周知により、皆さまの日頃の

地域活動の取組の輪を拡げていただくため、３月の配送便にて地区別計画をお送りいた

しますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願いいたします。 
 
今回お渡しした資料について、下記のとおりご案内いたします。 
■ 配布資料について 
・地区ごとの地区別計画を、机上に配布しております。 
・配送便にて、１つの掲示板につき２部ずつお送りしています。 
 掲示板への掲出にあたっては、 
 可能な範囲で「両面」または「表面のみ」の掲示にご協力ください。 
 
また、地区別計画の周知・配布の方法や必要部数などにつきましては、随時、各地区

担当課長・係長にもご相談いただければ幸いです。 
今後とも、地域福祉・保健の充実に向けて、変わらぬご理解とご協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 
 

【問合せ先】 

 福祉保健課 事業企画担当：野村・目等・武山  電話：411-7135 FAX：316-7877 

情報提供 

掲出依頼 
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４ 第 51 回衆議院議員総選挙の御協力に対する御礼について 

                                  

 
日ごろから、選挙の執行に際し、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
このたびの第 51回衆議院議員総選挙につきましては、急な解散総選挙にも関わらず

格別な御協力を賜り、無事に終了することができました。 

重ねて、御礼申し上げます。 

引き続き、選挙事務への御理解御協力をどうぞよろしくお願いいたします。 
 

【参考】 

衆院選 小選挙区：投票率 55.00％（令和６年：53.47％） 
 

 

※資料提供は連長までです。 
 

 

【問合せ先】 

 総務課 統計選挙係  担当：金川・田中  電話：411-7014 FAX：411-7018 

 

 

５ 「令和８年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレッ 

トの配布について                                               

 
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社

と保険契約を締結して運営している「横浜市市民活動保険」について、３月市連会説明

資料と令和８年度版のリーフレットを３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係

資料を１部お送りいたします。 
 

＜配布資料＞ 
① 市連会３月定例会説明資料（Ａ４サイズ１枚） 
② 「令和８年度横浜市市民活動保険のご案内（リーフレット）」 

 

 

【問合せ先】 

 総務課 庶務係  担当：佐々木  電話：411-7007 FAX：324-5904 

 

 

 

 

情報提供 

情報提供 
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６ GREEN×EXPO 2027 の入場チケット等について 

                                 

 
GREEN×EXPO 2027の入場チケットの発売開始日が決まりましたのでお知らせします。

また、子どもたちの招待等についてもお知らせします。 
つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

【問合せ先】 

 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 GREEN×EXPO推進課  担当：中島  電話：671-4627 

FAX：212-1223 

 

 

 

７ 令和８年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制 

度について                                                  

 
令和８年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について、内容の詳細を

ご案内させていただきます。自治会町内会向けの補助金の拡充等が盛り込まれています

ので、ぜひご活用ください。 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

【問合せ先】 

 市民局地域活動推進課  担当：笹尾  電話：671-2317 FAX：664-0734 

  

情報提供 

情報提供 
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８ 地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

                                  

 
地域活動推進費補助金及び地域防犯灯維持管理費補助金（以下「補助金」）に関する

書類につきまして、それぞれご提出をお願いいたします。 

 

１ 補助金に関する書類 

令和７年度の報告様式及び令和８年度の申請様式等をお送りします。 

令和７年度に補助金を申請された団体は必ず報告書のご提出をお願いします。ま

た、令和８年度に補助金を申請される場合は、申請書のご提出をお願いいたしま

す。 

 

２ 送付方法 

単位町内会用の書類は３月の配送便にてお送りいたします。 

地区連合町内会用の書類は席上配布します。 

 

 

【問合せ先】 

 地域振興課  担当：狩野・中村  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

９ 「町の防災組織」活動費補助金関係書類等の送付について 

                                            

 
町の防災組織が行う自主的活動の支援を目的とした「町の防災組織」活動費補助金

(交付額：世帯数×160 円)に関する書類につきまして、提出をお願いいたします。 
 
【補助金に関する書類】 

令和７年度実績報告書及び令和８年度交付申請書等をお送りしますので、令和８年

６月 30日（火）までに提出をお願いいたします。 

  
【送付方法】 

単位自治会町内会に関係書類を３月の配送便にてお送りいたします。 
 
【説明会について】 

地域活動推進費補助金関係の自治会町内会経理担当者説明会の際に、本補助金の説

明も実施しますので、併せてご参加ください。 
 

【問合せ先】 

 総務課  担当：江口・杉田  電話：411-7008 FAX：324-5904 

情報提供 

情報提供 
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10 自治会町内会ポータルの運用開始に向けたお知らせ 

について                                                   

 
令和８年４月１日より、自治会町内会ポータルの運用開始に合わせ、ホームページと

コールセンターを開設します。 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

【問合せ先】 

 市民局地域活動推進課  担当：栗田・石栗  電話：671-3624 FAX：664-0734 

 

 

 

11 地区連合町内会及び自治会町内会の現況届について 

 

 
  令和８年４月１日時点の各地区連合町内会における加入団体数等について、また各自

治会町内会における加入世帯数、配送便（書類）送付先、広報よこはま等送付先等につ

いて把握するため、現況届の提出をお願いいたします。 

  

  【送付方法】 

◇地区連合町内会：席上に配付しています。 

◇単位自治会町内会：３月の配送便にてお送りいたします。 

 【提出期限】 

  令和８年４月 17日（金） ※同封の返信用封筒をご利用ください。 

 【その他】 

  現況届ご提出後に変更が生じた場合は、「設立・異動届」をご提出くださいますよう 

  お願いします。 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：狩野・若尾  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

  

情報提供 

提出依頼 
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12 地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取扱い  

について                  

 

地区連合町内会長及び自治会町内会長の氏名、住所、電話番号等の個人情報について

は、名簿を作成し適切に管理を行っておりますが、各機関等から照会があった場合には

次の取り扱いとしておりますので、引き続き御理解・御協力をお願いします。 

  つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに資料を１部お送りいたし

ます。 

 

【情報の取扱い】 

 

 

 

 

 

◇主な情報提供先 

    ①全体名簿の提供 

市役所内部・神奈川区社会福祉協議会・神奈川警察署・神奈川消防署 

②当該自治会町内会の情報のみ提供 

加入希望者・公共工事業者・不動産業者等 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：狩野・若尾  電話：411-7086 FAX：323-2502 

  

項目 法人化した自治会町内会

（認可地縁団体） 

左記以外の自治会町内会 

会長氏名 提 供 

会長住所 提 供 別紙情報提供先にのみ提供 

会長電話番号 別紙情報提供先にのみ提供 

協力依頼 
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13 令和８年度の配送便（白袋）について  

 
  掲出依頼物などをお届けしている配送便について、令和８年度の取

扱いは次のとおりとなります。つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様

あてに資料を１部お送りいたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  

 【概要】 

  ◇配送時期 

   各月 25日までの数日間で配送します。 

※配送日の指定はできません。 

  ◇不在時の取扱い 

   不在時は現況届にて指定された場所（玄関前など）に留め置きを行います。 

 

 

【問合せ先】 

  地域振興課 担当：狩野・若尾  電話：411-7086 FAX：323-2502 

 

 

 

14 神奈川区青少年指導員だより第 100 号の発行について 

                                                

 
この度、青少年指導員の活動を紹介する広報紙「神奈川区青少年指導員だより第 100

号」を発行しましたのでお知らせします。各単位自治会町内会へは、各地区の青少年指

導員から別途配布いたします。 

また、第 30期青少年指導員の推薦について、各地区連合・自治会町内会にご協力い

ただき、誠にありがとうございました。青少年指導員の推薦は、随時受け付けておりま

すので、引き続きご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

＊各地区の青少年指導員の推薦状況については、別添名簿のとおりです。 

 

 

【問合せ先】 

 神奈川区青少年指導員協議会事務局（地域振興課）  担当：宮本・矢島 

電話：411-7093 FAX：323-2502 

 

 

 

情報提供 

協力依頼 
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15 神奈川区スポーツ推進委員だより第 35 号の発行について 

                                                 

 
この度、令和７年度のスポーツ推進委員の活動を紹介する広報紙「神奈川区スポーツ

推進委員だより第 35 号」を発行しましたのでお知らせします。各単位自治会町内会へ

は、各地区のスポーツ推進委員から別途配布いたします。 

 

 

【問合せ先】 

 地域振興課（神奈川区スポーツ推進委員連絡協議会事務局）  担当：宮本・萩原 

電話：411-7092 FAX：323-2502 

 

 

 

16 改正道路交通法施行に伴う自転車ルールのチラシの掲出依 

頼について                                                  

 
本年４月１日、改正道路交通法が施行されることに伴い、自転車を対象とした交通反

則通告制度が変更となります。 

つきましては、自転車に係る交通事故の防止、交通違反を防止する観点から注意喚起

を促すため、道路局で作成したチラシを３月の配送便でお送りいたしますので、掲示板

への掲出をお願いいたします。 

 

なお、掲示板には「守ってますか？自転車ルール」の面を表にしてご掲出をお願いし

ます。 

 

 

【問合せ先】 

 地域振興課  担当：松澤・段  電話：411-7095 FAX：323-2502 

  

情報提供 

掲出依頼 
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17 自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版  

vol.4」の公開について                                            

 
令和７年 11月にウェブ公開した「自治会町内会のための講習会」の内容を中心にま

とめた、自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.4」を作成し、

ホームページに公開しました。 

負担軽減等の活動事例を紹介していますので、自治会町内会活動のご検討の際にご活

用ください。(HP掲載のみで、冊子の配布はありません。) 

つきましては、３月の配送便にて各自治会町内会長様あてに関係資料を１部お送りい

たします。 

 

 

【問合せ先】 

 市民局地域活動推進課  担当：笹尾  電話：671-2317 FAX：664-0734 

 

 

 

18 消費生活情報「よこはまくらしナビ」について 

 
横浜市消費生活総合センターにおいて２か月に１回作成している、最

近の消費者被害等の事例をわかりやすくお伝えするチラシ「よこはまくらしナビ」４・

５月号を３月の配送便にてお送りいたしますので、可能な範囲で掲示板への掲出をお願

いいたします。 

 

 

 

【問合せ先】 

経済局 消費経済課 担当：小山・中川  電話：671-2584  

Eメール：ke-syohiseikatsu@city.yokohama.lg.jp  

 

  

情報提供 

掲出依頼 

mailto:ke-syohiseikatsu@city.yokohama.lg.jp
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そ の 他 

１ 令和８年度 区連定例会・総会、配送便（白袋）の日程について 
 



 

 

 

 

「新たな防災気象情報」・「気象警報等発表区域の細分化」の運用開始について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

(1)  新たな防災気象情報 

  令和８年５月下旬から、新たな防災気象情報の運用が全国で始まります。 

(2)  気象警報等発表区域の細分化 

横浜地方気象台から横浜市域に発表される気象警報等は、現在「市全域」に発表されてい

ますが、令和８年５月下旬から、「北部」及び「南部」の２区域に細分化されて発表されるこ

とになります。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 本制度の開始について、ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合会の定例会等において、地域の皆様への周知にご協力をお願いします。 

 【単位会長】定例会等での情報提供をお願いいたします。 

 

３ 概要 

(1)  新たな防災気象情報 

別紙のとおり 

(2)  気象警報等発表区域の細分化 

別紙のとおり 

 

 

   

 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 

総 務 局 緊 急 対 策 課 

総務局緊急対策課 

担当 古賀、福原 

電話 045-671-2064 

メール so-kinkyu@city.yokohama.lg.jp 



【 お 問 い 合 わ せ 】 横 浜 市 総 務 局 緊 急 対 策 課 電 話 ： 0 4 5 - 6 7 1 - 2 0 6 4 / F A X ： 0 4 5 - 6 4 1 - 1 6 7 7

若 し く は 、 最 寄 り の 区 役 所 総 務 課 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

令
和
８
年
か
ら

気
象
警
報
等
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

「警戒レベル4相当」の情報は

「危険警報」として発表されます。

警報・注意報の情報名に「レベル」が

付記されます。



災 害 が 起 き る 前 に 何 を す べ き か 、

レ ベ ル ご と に チ ェ ッ ク ！

� / . 3 +6 2 1 / � � ṉ � � Ᵽ � ٲ � 1 + 4 + 7
� � � . 1 + 4 5 3 6 + 1 7 . .
D ? V � . 1 + 1 2 1 2 + 7 . 6 4 � � ờ ֘ � � ộ � Ē Ề �

レベル２注意報 ・ハザードマップ等で災害リスクを再確認する
・自らの避難行動を確認

・避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する
・高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難レベル３警報

・危険な場所から全員避難する
※台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了レベル４危険警報

・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況
・今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等するレベル５特別警報

レベル1早期注意情報 ・災害への心構えを一段高める

災害
発生

数日～
1日前

半日～
数時間前

数時間～
３時間前

２時間～
０時間前

時
間
推
移
の
イ
メ
ー
ジ

気象警報等の発表区域が南北に分かれます。

なぜ、南北に分けて発表するの？

何が変わるの？



 
「令和８年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和８年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【区連長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 令和８年度横浜市市民活動保険補償内容（令和７年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償  

１名  １億円 死 亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500万円） 

財物賠償  １事故 500万円 入 院 １日 3,500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通 院 １日 2,500円（90日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000円 手 術 

入院の手術 35,000円 

外来の手術 17,500円 

 

４ 添付資料 

  リーフレット「令和８年度横浜市市民活動保険のご案内」
 
５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

        

※ 令和８年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 
 
 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

市民局地域活動推進課 
担当 大内、戸田 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

▲市民活動保険 
ホームページ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 

 

16

24

6

5

15

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

段差以外での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和７年４月～令和７年 12 月】 

負傷内容は？ 

36

18

10

6

13

骨折

創傷

打撲

虫刺され

その他

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和８年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R８年３月作成  



  
 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

事故の日から 180 日以内に傷害の治療のために手術を受け

た場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集チラシ・パンフレット 

等 
２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ・パンフレット 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . l g . j p  



 

GREEN×EXPO 2027 の入場チケット等について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  GREEN×EXPO 2027 の入場チケットの発売開始日が決まりましたのでお知ら

せします。また、子どもたちの招待等についてもお知らせします。 
 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 入場チケットの販売開始（別添資料あり） 

 

 販売開始日：令和８年３月 19 日㈭ 

 

前売りチケットとして、お得な早割価格の 1 日券に加え、何度も入場できる

通期パスや夏パスなどを設定しています。 

入場チケット（電子チケット）は、GREEN×EXPO 2027 チケットサイトを通じ

て販売します。 

紙の入場チケットは、旅行代理店等のチケット販売事業者の店頭でご購入い

ただけるよう協会が手続きを進めています。詳細が決まり次第ご案内します。 

 

※来場日時の予約は、秋ごろから開始できるよう調整しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 連 会 ３ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
G R E E N × E X P O 推 進 課 



４ 未来を担う子どもたちの招待 

子どもたちが地球規模の課題を自分事として捉え、新たなグリーン社会への

意識を高めるきっかけとします。 

 

（１）学校招待 

環境問題や EXPO への興味・関心を高めるため、「事前の学び」を経たうえ

で、市立学校に通う児童・生徒を、校外学習等の一環などで招待します。 

 

【来場時期】2027 年４月～６月 

   ※市内の私立・県立・国立学校には、神奈川県の事業があります。 

 

（２）こども招待 

市内在住の満４～18 歳の皆さんを、会期中１回招待します。 

 

【申込開始】2026 年９月頃（予定） 

   ※年齢は、2027 年４月１日現在 

   ※３歳以下は無料です。 

 

なお、令和８年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。 

 

５ ３月 19 日の開催１年前イベントについて【参考】 

開催１年前となる３月 19 日（木）に、「GREEN×EXPO 2027 開催１年前発表

会」を横浜市役所アトリウムにて開催します。 

発表される内容については、４月の市連会でも情報提供します。 

 

 

 

 

  

 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 
担当 中島、橋本 

電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp 



 

  

報道関係者各位 

 

 

2026年２月20日 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

GREEN×EXPO 2027 の入場チケット 

開催１年前の 3 月 19 日から前売り販売開始 

～公式チケットサイト、旅行代理店や各種プレイガイド等全国で取扱い～ 

©Expo 2027 

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、

所在地: 横浜市中区)は、開催１年前となる2026年3月19日（木）から、GREEN×EXPO 2027の入場

チケットの前売り販売を開始します。 

前売りチケットとして、お得な早割価格の1日券に加え、何度も入場できる通期パスや夏パスなど

を設定しています。チケットは、当協会の公式チケットサイトのほか、旅行代理店や各種プレイガ

イド等で購入できます。 

 

 

 

 

2026 年 3 月 19 日（木） 

 

入場チケット販売開始日 



  

 

 

入場チケットは、GREEN×EXPO 2027 チケットサイト（以下、「公式チケットサイト」とい

う。）を通じて販売します。 

 

入場チケットの購入ステップ 

 

 

 

 

 

 

この他、旅行代理店や各種プレイガイド等チケット販売事業者による販売も実施予定です。 

また、入場チケットは、電子チケットのほか、紙チケット等もご用意予定です（追加料金が必要）。

公式チケットサイトURLやチケット販売事業者など購入の詳細については、随時２０２７年国際園芸

博覧会協会公式ホームページ内チケットインフォメーション（https://expo2027yokohama.or.jp/ 

tickets-index/）などでお知らせします。 
 

 

 

 
※価格は全て日本円・税込みです。 

（紙チケットを購入する場合は、別途 100 円（税込み）をいただく予定です。） 

入場チケットの購入方法 

入場チケットの券種・価格 

公式チケットサイト等 アカウント登録・ 
チケット購入 

来場日時の予約 予約日時に来場 

※ 来場日時予約は今後開始予定 



  

  

GREEN×EXPO 2027 開催概要 

名 称   ２０２７年国際園芸博覧会 

         (International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan) 

正 式 略 称  GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ) 

開 催 場 所  神奈川県横浜市 

開 催 期 間  2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テ ー マ  幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～   

博覧会区域  約100ha(内、会場区域80ha) 

ク ラ ス    A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参 加 者 数  1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

公式サイト  https://expo2027yokohama.or.jp/ 

 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

※年齢は 2027 年 4 月 1 日現在の満年齢です。ただし、3月中の入場については、2026 年 4 月 1日

現在の満年齢を適用します。 

※3歳以下の方は無料となります。（チケット無しで入場できます。） 

 

 

 

本件に関するお問合せ先 

 

【本リリースについて】 
GREEN×EXPO協会（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会） 

入場券部入場券課 担当：森井 TEL：045-307-2139 

 

【入場チケットについて】 

GREEN×EXPO 2027入場券販売管理センター 

ticket-info@2027tkc.com 

https://expo2027yokohama.or.jp/
mailto:ticket-info@2027tkc.com


 

 

 

 

令和８年度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について【情報提供】 

 

１ 趣旨 

  令和８度市民局予算案における自治会町内会向け支援制度について、内容の詳細をご案

内させていただきます。自治会町内会向けの補助金の拡充等が盛り込まれていますので、

ぜひご活用ください。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

      地区連合町内会も対象となりますので、利用をご検討ください。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、利用をご検討く

ださい。 

 

３ 今回ご案内する支援制度について（参考：別紙一覧参照） 

(1)地域防犯カメラ設置補助金【拡充】       ・・・資料１ 

(2)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金【継続】 ・・・資料２ 

(3) ＬＥＤ防犯灯新規設置事業【継続】        ・・・資料３ 

 

４ 備考 

令和８年度横浜市予算案が横浜市会において議決された後に実施が確定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 支 援 部 

（防犯関連） 
市民局地域防犯支援課 
(1) 地域防犯カメラ設置補助金  

電話 045-671-3705 川口、片渕 
(3)ＬＥＤ防犯灯新規設置事業  

電話 045-671-3709 石橋、早野 
 
メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 

（会館脱炭素化関連） 
市民局地域活動推進課 
(2) 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 

佐藤、笹尾 

 

電話：045-671-2317 FAX：045-664-0734 
 
メール：sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

【各制度所管担当】 

mailto:sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp
mailto:sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp
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令和８年度 地域防犯カメラ設置補助制度について 

 

１ 事業の趣旨 

  地域における防犯活動を支援するため、防犯カメラ設置費用の一部を補助する「地域

防犯カメラ設置補助制度」を令和８年度も実施します。 

  防犯カメラの設置をご検討されている場合は、下記及び裏面の概要をご確認のうえ、

「申請の手引」をお取り寄せいただき、申請書類を各区地域振興課へご提出ください。 

 

２ 制度の概要 

（１）申請書及び添付書類の提出期限 

令和８年７月 31 日（金）必着 

各区地域振興課及び各関係機関へのご相談は、早めに行ってください。 

申請の手引・申請書の配付場所 

・各区地域振興課 

・横浜市ホームページ（３月下旬頃、公表予定）  

 

 

 

 

（２）申請書類提出先 

・各区地域振興課 

・横浜市電子申請・届出システム 

   【主な提出書類】 

・申請書（第１号様式） 

・収支計算書（第２号様式） 

・見積書 

詳細は「申請の手引」をご確認のうえ、各区地域振興課へご相談ください。 

 

（３） 補助金交付までのスケジュール 

令和８年３月～ ・総会、役員会、委員会等での防犯カメラの設置に関する合意形成 

設置場所の近隣住民の同意取得 

・関係機関との相談・協議 

（区役所地域振興課、警察署、東京電力、NTT、土木事務所等） 

７月 31 日まで ・補助金交付申請書類を各区地域振興課へ提出 

10月上旬頃 

 

・補助金交付決定通知（交付/不交付） 

※この決定後、機器購入・工事契約が可能になります。 

令和９年１月中旬まで ・防犯カメラ設置工事完了後、実績報告書類を横浜市へ提出 

３月頃 ・補助金交付 
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（４）補助条件等 

① 補助対象の防犯カメラ 

・公共空間（道路・公園等）を撮影・記録するために固定設置するもの 

・機能強化を目的とした設置機器の更新も対象 

・プライバシー保護のため、総会・役員会等で合意形成し、設置箇所周辺住民の同意を

必ず取得してください。 

 

② 補助対象団体 

自治会町内会、地区連合町内会 

 

③ 補助対象経費 

・防犯カメラの機器購入費 

・当該カメラの設置工事に係る費用 

※電気料金、修繕費、点検費などの維持管理費は対象外 

 

④ 補助内容 

防犯カメラ 1台につき補助対象経費の 10分の９  

補助上限額：280,000円 

 
⑤ 補助予算台数  

240台 

予算の範囲内で交付決定を行うため、申請いただいても補助されない場合や、申請台数

の一部のみとなる場合があります。 

 その際は、犯罪発生状況等を考慮し、交付を判断します。 

 

【参考】民間事業者による防犯カメラ設置の取組 

自治会町内会が飲料自動販売機の設置場所を提供できる場合、その売上や利益を財源として防犯カメ

ラの設置費用等を賄う取組を行う事業者があります。 

横浜市の補助制度を利用せずに設置を検討する場合の参考としてください。 

※設置条件等は飲料メーカーごとに異なります。詳細は横浜市ホームページをご覧いただくほか、神奈

川県くらし安全防災局くらし安全部くらし安全交通課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

市民局地域防犯支援課 
電 話：045-671-3705 
メール：sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 

神奈川県ホームページ           横浜市ホームページ 

 



  

令和8年度 自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
�����蛍光灯は令和９年末で製造廃止予定のため、今のうちにLED

への交換をご検討ください。  
■申請までの ３ステップ 

① 施工案作成対象製品・工事内容・予算等の確認、事業者へ見積依頼 

② 会の意思決定自治会町内会としての意思決定（総会・定例会等での確認） 

③ 申請準備「募集案内」を確認して、申請に必要な書類の作成・準備 

■対象製品 ※補助基準の詳細は、「募集案内」参照 

LED 照明器具 エアコン 断熱窓など 

 

 

 

 

  

■対象団体 
会館を所有している※自治会町内会・地区連合町内会 
※会館を自己所有していない場合や、集合住宅等の集会所を活動の拠点としている町内会等も補助対象とします。 

■［4/1～］ 申請書提出先／建築士訪問アドバイザー事前予約／問合せ先 

横浜市住宅供給公社 街づくり事業課  

電話 045-451-7740  
受付時間 平日９時～17時 

●申請方法は、横浜市住宅供給公社へ  

E メール、郵送、公社窓口に持参（予約

制） 

※本補助金の実施は、令和 8 年度横浜市予算案が横浜市会において、議決された後に確定します。 

事業実施主体：横浜市市民局地域活動推進課 電話 045-671-2317 

４月１日～ 申請受付開始（予定） 

申請期限１０月末／予算上限に達し次第、受付終了 

会館への 

LED照明・ 

省エネエアコン・ 

太陽光発電設備等 

の設置に補助 
（補助率 2/3） 

「８年度版 募集案内」 

 

 

 

 

 

 

公開しました 

 

 

※断熱窓：会館の状況により、補助基準に合う製品が
見当たらない場合はお問合せください。 

横浜市 会館脱炭素 

資料２ 

すでに会館を持つ 

自治会町内会の 

半数以上にご利用 

いただいています！ 
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ＬＥＤ防犯灯事業について【お知らせ】 

（１）横浜市のＬＥＤ防犯灯について             

・物価高騰等により電気料金など縮減できない経費が事業費全体を圧迫しています。こ

のため、市では、効率の良い防犯灯の維持管理を目標にしています。 

・土地利用が変わり現在は設置基準を満たさないものがあります。街全体にバランス良

く防犯灯を配置する必要があると考えています。 

 

（２）市による新規設置を希望する際の御申請について       

～暗がり解消に向けて～ 

令和８年度から、暗がり解消事業を開始します。 

💡今まで、自治会町内会からの申請のみで新規設置場所を選定してきましたが、防犯灯

や電柱を位置情報システム（GIS）で解析し、市（区）からプッシュ型で自治会町内会

の皆様に設置場所の提案も致します。他にも、近くに電柱が無い場所にソーラー式防

犯灯を設置するなど、過去にご要望に沿えなかった案件にも新たな手段の提案を検討

していきます。まずは区役所の地域振興課にご相談下さい。 

  

横浜市が管理する防犯灯 約 18 万灯 

電柱共架型 約 16 万灯 
（電柱につけた灯具を管理） 

鋼管ポール型 約２万灯 
（独立柱を建て、灯具をつけて柱ごと管理） 

灯具の横に黄色のプレートが付いています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポール本体に黄色の 

プレート又は銀色の 

シールが付いています 

 

Y 瀬谷区 

T 555 

Y 鶴見区 

プレートタイプ  シールタイプ 

【横浜市防犯灯設置基準（抜粋）】 

・設置場所は、自治会町内会の区域内及びその周辺で多くの地域住民が通行する道路を照明

する場所とする。ただし、原則として集合住宅等の敷地内通路を照明する場所は除く。 

・灯具は、東電柱又はＮＴＴ柱に設置する。ただし、設置できる電柱がない等の理由により

やむを得ない場合は、鋼管ポールに設置する。 

・防犯灯の設置間隔は、屋外照明からおおむね 25 メートル以上とする。ただし、防犯上及

び道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。  

資料３ 
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① 令和８年度の新規設置の御申請について 

・市（18 区）全体で 500 灯（電柱共架型）36 灯（鋼管ポール）の予定です。 

・申請は自治会ポータル又は区地域振興課にて、締切は令和８年６月 30 日（火）と

なります。 

・各々の『令和８年度 ＬＥＤ防犯灯の新設申請の手引』にて、設置可能な条件等を

確認し、申請してください。手引と申請書類は、区地域振興課で入手できます。 

 

② 申請にあたっての留意事項 

・申請にあたり、近隣の方などの御理解を得るようにしてください。  

  ※設置後に近隣の方とトラブルになるケースが多く発生しています。  

・複数の申請を行う場合は、自治会町内会にて十分検討のうえ、必ず優先順位を記

載して下さい（優先順位の高い申請から審査します。）。  

 

③ その他の方法で必要な灯りを確保するには 

次のような手法で必要な灯りを確保する方法もあります。御検討ください。 

 

（３）ＬＥＤ防犯灯の見守りへの御協力について        

市が設置したＬＥＤ防犯灯については、故障の発見・連絡や

周辺草木の除去等、日常の見守りを、自治会町内会の皆様に

お願いしています。 

自治会町内会から移管された鋼管ポール型防犯灯は、設置

から年数が経ったものも多く、劣化の著しいものも見られま

す。倒壊による被害を防止するためにも、見守り活動等によ

り劣化したポールを発見した場合は、速やかな情報提供をお

願いします。 

自治会町内会が自ら灯り

を設置し、維持管理を行う 

灯りの設置は地域活動推進費補助金の対象です。 

なお、地域防犯灯維持管理費補助金の対象となる灯り

を整備した場合は、翌年度以降、維持管理に係る補助

金交付（年 2,200 円/灯）が受けられます。 

自治会町内会や宅地開発

事業者が、ＬＥＤ防犯灯を

独自に設置する 

事前に横浜市と協議のうえ、設置基準を満たした防犯

灯について設置後に横浜市へ防犯灯を寄附いただける

制度があります。 

※鋼管ポール型防犯灯は寄附制度の対象外 

ポールの劣化事例 

【注意：電線の垂れ下がりや切断を見つけたとき】 

大変危険ですので絶対に近づかず、東京電力パワーグリッド株式会社カスタマー 

センター（0120-995-007）に、直接御連絡ください。 

※0120 番号をご利用になれない場合は 03-6375-9803（有料） 
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【電柱の撤去に伴う防犯灯の取扱いについて（参考）】 

市の電柱共架型防犯灯は、電柱事業者や土地所有者の許可を得て設置しています。電柱事業者

や土地所有者等の都合により、灯具のついた電柱が撤去・移設される場合、原則として防犯灯も

同時に撤去・移設となりますので、予め御承知おきください。 
 

（４）劣化した鋼管ポール防犯灯への御理解について     

令和８年度から鋼管ポールの劣化対策として、「補修」も行う事としました。令和７

年度の点検結果をもとに、劣化が著しいものから順に対応します。一方で、ポールが倒

壊してしまうと、補修することは出来ません。日常の見守りで、穴が開いていたり、ガ

タツキのある鋼管ポールを発見した際は、情報提供下さいますようお願いします。 

また、著しい劣化が認められ、「補修」も不可能な場合、安全を考慮し撤去させてい

ただきます。撤去後は、横浜市防犯灯設置基準に照らし合わせ、①撤去のみ、②近隣電

柱に灯具を移設、③建替え（鋼管ポール型防犯灯の再整備）のいずれかの対応となりま

す。 

なお、現在設置する鋼管ポールは基礎が大きい

（約直径 50cm 地中深 1m）ため、既設鋼管ポール

と同じ場所及び周辺に設置できない場合もあり

ます。設置可能なスペースを確保できない場合や、

近隣の方の合意が得られない場合など、市では建

替えできない場合があります。 

 

市の設置する防犯灯は電柱共架型を基本としていることから、建替え・補修は付近に

電柱がなく、代替照明を設置する場所が無い場合に限ります。 

 
ＬＥＤ防犯灯事業の市ホームページは 
URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bohan/LED/ 

【ＬＥＤ防犯灯の故障等を発見された際の連絡先】 

・神奈川区地域振興課    電話 ０４５－４１１－７０９５ 

・市民局地域防犯支援課 sh-chiikibohan@city.yokohama.lg.jp 

■お知らせいただきたいこと 

① 管理番号（黄色のプレート又は銀色のシールに記載されている番号） 

② 電柱番号、住所及び目標物 

③ 不具合の内容（「点灯していない」「昼間も点いている」「車が衝突し鋼管ポールが傾

いた」「鋼管ポールの根元が腐食している」等） 

④ 不具合発生の時期（気づいた日）及び時間帯 

＊防犯灯は、周囲の明るさを感知して自動点灯します。周囲の状況により、点灯のタイミン

グが異なることがありますが、故障ではありません。 



令和８年３月 18 日 

地区連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

神奈川区地域振興課長 

 

地域活動推進費補助金等関係書類の送付について 

 

日頃より地域活動にご尽力を賜るとともに、区政の推進に格別のご理解、ご協力をいただき厚く

お礼申し上げます。 

さて、令和７年度の地域活動推進費補助金及び地域防犯灯維持管理費補助金にかかる書類を別紙

のとおり送付致しますので、令和８年６月 30日（火）までに申請くださいますようお願い申し上

げます。 

なお、窓口でお待たせしないため、来庁時には電話にて事前にご予約くださいますよう、ご協力

をお願い致します。ご予約が無い場合、来庁当日にご対応出来ませんので、ご承知おきください。 

また、郵送及び電子メール、自治会町内会ポータルでもご提出いただけます。下記担当者までご

提出ください。 

※令和８年度の交付申請については任意ですが、令和７年度の実績報告については必ずご提出し

てください。 

 

【窓口受付時間等】 

（1）受  付 日 ４月～６月 平日開庁日 

（2）受 付 時 間 ９時～17 時（12時～13 時を除く。） 

（3）窓       口 区役所本館５階 窓口番号 505 地域振興課 

※記載方法など、提出前の事前相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

  

【送付書類】 

１ 様式（令和７年度実績報告用及び令和８年度交付申請用） 

 ２ 令和８年度 地域活動推進費 事務の手引 

 ３ 令和８年度 地域防犯灯維持管理費補助金 申請の手引（単会のみ） 

 ４ 地域活動推進費・地域防犯灯維持管理費補助金の報告・申請についての注意事項 

 ５ チェックシート 

 

※当事業は、令和８年度予算案が横浜市会において議決されることを条件とします。 

 

【問合せ先】 

 〒221-0824 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 

神奈川区地域振興課 狩野、中村 

電話 411-7086 FAX 323-2502 

Ｅメール kg-hojyokin@city.yokohama.lg.jp 



「町の防災組織」活動費補助金関係書類の送付について 

日頃から、神奈川区の防災事業にご協力いただきありがとうございます。 

 さて、標記補助金につきまして、令和７年度に交付を受けている場合は、次

の事項をご参照のうえ実績報告書の提出をお願いします。また、令和８年度に

ついても、令和７年度同様に交付申請を受け付けますので、提出期限までに提

出をお願いいたします。 

１ 手続きについて

  実績報告及び交付申請の手続きについては、「令和８年度 町の防災組織

活動費補助金 事務の手引き」をご参照ください。

地域活動推進費を申請される自治会町内会は、先に地域振興課で手続きを

お済ませください。

なお、提出は郵送、Eメール、又は自治会町内会ポータルでも可能です。 

２ 提出期限について

  交付申請書及び実績報告書の提出期限は、令和８年６月 30 日（火）ま

でです。

※返還金がある場合は、締切日にかかわらず早めにご報告をお願いします。

３ 送付書類

(1) 令和８年度 町の防災組織活動費補助金 事務の手引き

(2) 令和８年度 町の防災組織活動費補助金 交付申請書(第１号様式)

(3) 令和７年度 町の防災組織活動費補助金 実績報告書(第６号様式)

(4) 令和７年度「町の防災組織」活動費補助金の年度内完了のお願いと

返還金がある場合の報告について(事務連絡)

※交付申請書(第１号様式)、実績報告書(第６号様式)の電子データにつきましては、E メ

ールでも提出ができるようにホームページでも公開する予定です。

※当該事業は、令和８年度予算案が横浜市会において議決されることを条件としています。 

【補助金概要】

「町の防災組織」活動費補助金は、町の防災組織が行う自主的活動の支援を目

的とした補助金です。(交付額：世帯数×160円)

担 当：神奈川区総務課 江口、杉田 

ＴＥＬ：４１１－７００４ 

ＦＡＸ：３２４－５９０４ 

メール：kg-bousai@city.yokohama.lg.jp 

区 連 会 資 料
令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日
神 奈 川 区 総 務 課 



 

 

自治会町内会ポータルの運用開始に向けたお知らせ【情報提供】 

 

１ 説明の趣旨 

  令和８年４月１日より、自治会町内会ポータルの運用開始に合わせ、ホームページとコ

ールセンターを開設します。 

 

２ お願いしたいこと 

【区 連 長】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 自治会町内会ポータルについて 

  地域活動推進費補助金の申請等の手続きが、パソコンやスマートフォンからオンライン 

で行えるようになります。 

 

（１）運用開始予定日時 

   令和８年４月１日(水)９時  

 

（２）オンライン申請可能な項目 

   ① 補助金申請 

・地域活動推進費補助金 

・地域防犯灯維持管理費補助金 

・町の防災組織活動費補助金 

② 基礎情報（現況届・口座情報等）提出 

③ 委嘱委員の推薦届出 

④ 防犯灯新設・移設に係る申請 

 

４ ホームページの開設について 

  自治会町内会ポータルのホームページを開設し、自治会町内会ポータルへのリンクや操

作マニュアル・操作説明動画など、４月１日に向け順次公開していきます。 

 【パソコン等で検索する場合】           【スマートフォンで閲覧する場合】 

    横浜市 自治会町内会ポータル   検索  

 

 【ホームページ URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-

manabi/shiminkyodo/jichikai/jichikai-portal.html 

 

 

【裏面あり】 

 

市連会３月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 



５ コールセンターの設置について 

  操作でお困りの際は、自治会町内会ポータルコールセンターにお電話ください。 

（１）電話番号 

    045-577-4295 

（２）開設時間 

    令和８年４月１日（水）～令和８年６月 30日（火） 

    平日  午前９時から午後８時まで 

    土日祝日 午前 10時から午後５時まで 

 

 

 

  

 

 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話 045-671-3624 FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 



 

 

 

自 治 会 町 内 会 長  各位 

神 奈 川 区 地 域 振 興 課 長  

 

自 治 会 町 内 会 現 況 届 の 提 出 に つ い て （ 依 頼 ）  

 

 日 ご ろ か ら 区 政 の 推 進 及 び 地 域 の 振 興 に つ き ま し て 、 格 別 の 御 理 解 御 協 力

を 頂 き 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 さ て 、令 和 ８ 年 度 の 各 自 治 会 町 内 会 に お け る 加 入 世 帯 数 、掲 示 板 掲 出 依 頼 等

配 送 便（ 書 類 ）送 付 先 及 び 広 報 よ こ は ま 送 付 先 等 に つ い て 、自 治 会 町 内 会 現 況

届 の ご 提 出 を お 願 い い た し ま す 。  

 

１  提  出  物  

自 治 会 町 内 会 現 況 届  

   （ ※ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 内 容 で ご 記 入 く だ さ い ）  

２  提 出 期 限  

令 和 ８ 年 ４ 月 17 日 （ 金 ）  

 ３  提  出  先  

〒 221-0824 

   横 浜 市 神 奈 川 区 広 台 太 田 町 ３ － ８  

神 奈 川 区 役 所  地 域 振 興 課 ま で  

    （※ 同 封 の 返 信 用 封 筒 を 御 利 用 く だ さ い ）  

 ４ そ の 他 

(1) 加入世帯数については、地域活動推進費補助金の申請をはじめ、総会資料（予 

算書等）記載のものや地区連合報告のものと一致するようにしてください。  

(2) 自治会町内会現況届提出後に変更がある場合には、「自治会町内会【設立・異 

動】届」をご提出ください。  

(3) 令和８年４月１日より、自治会ポータルからの入力も可能となります。なお、 

ポータル入力と紙での提出では、一部入力内容が異なりますのでご了承くださ 

い。入力方法の詳細につきましては、3 月配送便で市民局より配布する別資料  

をご参照ください。また、提出方法は「紙での提出」または「ポータルへの入  

力」のどちらか一方で構いません。ご都合のよい方法でご対応いただきますよ 

うお願いいたします。  

担 当 :神 奈 川 区 役 所 地 域 振 興 課  

若 尾  電 話 411－ 7086  

区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料  
令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日  
神 奈 川 区 地 域 振 興 課  



 

自 治 会 町 内 会 現 況 届                    

整 理 番 号  

                 令和  年  月  日  
 
  横浜市神奈川区長 

          自治会町内会名                       

                  会長氏名                
 

次のとおり、令和８年４月１日現在の自治会町内会の現況を届けます。 

ふ り が な   加入世帯数 
（地域活動推進費申請世帯数） 

            世帯 自治会町内会名
  

 

会 

 

 

長 

 

ふりがな  

氏  名
  

住  所
 神奈川区 

電話番号
  

班  数（回覧用必要部数）
 

班（回覧必要部数    部） 

掲示板数（掲示用必要部数） 基（掲示必要部数    部） 

配 

送 

便 

送 

付 

先 

住  所
 

 

 

※不在時留め置き場所：玄関先・その他（           ） 

氏  名
  

電話番号
  

広
報
紙
送
付
先 

住  所
  

担当者氏名
  

電話番号
  広報紙 

  配布部数 

 

               部 

 ※部数の変更については、10 日受領分までを次回の配送便、広報紙の配送から 

反映します。（但し、４月配送便については４月３日受領分まで反映） 

 ※加入世帯数については、地域活動推進費補助金の申請をはじめ、総会資料（予

算書等）記載のものや地区連合報告のものと一致するようにしてください。 

 ※令和８年４月１日より自治会ポータルでのご登録も可能です。 

 



 

自 治 会 町 内 会 現 況 届                    

整 理 番 号  

                 令和  年  月  日  
 
  横浜市神奈川区長 

          自治会町内会名     〇〇町内会            

                  会長氏名    神奈川 太郎      
 

次のとおり、令和８年４月１日現在の自治会町内会の現況を届けます。 

   ふ り が な まるまるちょうないかい  加入世帯数 
（地域活動推進費申請世帯数） 

     ３００ 世帯 自治会町内会名
 〇〇町内会 

 

会 

 

 

長 

 

ふりがな かながわ たろう 

氏  名
 神奈川 太郎 

住  所
 神奈川区広台太田町３－８ 

電話番号
 ０４５－９９９－９９９９ 

班  数（回覧用必要部数）
 

１０班（回覧必要部数  １５部） 

掲示板数（掲示用必要部数） ３基（掲示必要部数   ３部） 

配 

送 

便 

送 

付 

先 

住  所
 

 

 

※不在時留め置き場所：玄関先・その他（          ） 

氏  名
  

電話番号
 

 

広 

報 

送 

付 

先 

住  所
  

担当者氏名
  

電話番号
  広報紙 

  配布部数 

 

               部 

※部数の変更については、10 日受領分までを次回の配送便、広報紙の配送から 

反映します。（但し、４月配送便については４月３日受領分まで反映） 

※加入世帯数については、地域活動推進費補助金の申請をはじめ、総会資料（決 

算書等）記載のものや地区連合報告のものと一致するようにしてください。 

 ※令和８年４月１日より自治会ポータルでのご登録も可能です。 

 

不在時には業者が持ち帰らずに留め

置きをします。 

玄関先など留め置き先を指定してく

ださい。 

記入例 



※変更があった場合のみご提出をお願いします 

 
自治会町内会〔設立・異動〕届 

                              令和  年  月  日 

（提出先） 

神奈川区長                                                          No. 

           自治会町内会名 

          （旧）会長住所 

 

          （旧）会長氏名                           

 下記のとおり〔設立・異動〕しましたので、お届けします。 

異 動 内 容 
(○で囲ってください) 

名称・編入・分離・区域・会長・書類等送付先・ 
広報紙送付先・加入世帯数・広報配布世帯数・ 
班（組）数・掲示板数・会館・その他（          ） 

異 動 （ 設 立 ） 期 日 令和  年  月  日 

自 治 会 町 内 会 名 
 

 
   
 新 
  
 会 
   
 長 
   
   

ふ り が な 
氏    名 

 
                         
                          

自 宅 住 所 
〒 
神奈川区 

自宅電話・FAX ℡       －             FAX         － 

携帯電話（任意）            －       － 

配 送 便 等 送 付 先 
（会長宅以外の場合） 

氏名  電話 － 

住所 神奈川区 

広 報 紙 送 付 先  
（会長宅以外の場合） 

氏名 
 

電話 － 

住所 神奈川区 

加 入 世 帯 数 
 
        世帯 

班（組）数 
 
      班（組） 

広 報 配 布 世 帯 数 
 
            世帯 

掲示板数 
 

自 治 会 町 内 会 の 区 域 
 

自 治 会 ・ 町 内 会 館 
名称  電話       － 

住所 神奈川区                         

備 考 
 
  

（注意）１ 届出は旧会長名でお願いします（設立、死亡及び解任の場合は除く）。 

    ２ 設立の場合は区域図、規約及び役員名簿を添付してください。 

    ３ 区域の変更の場合は、区域図を添付してください。 

    ４ 毎月10日までに提出いただいた情報は、次回分から反映します。 

      ※ただし、４月配送便については、４月３日受領分までを反映いたします。 

    ５ 令和８年４月１日より自治会ポータルでのご登録も可能です。 



 

 

地区連合 町内会 長  各位 

神奈川区 地域振 興 課長  

 

地区連合 町内会 現 況届の提 出につ い て（依頼 ）  

 日ごろ から区 政 の推進及 び地域 の 振興につ きまし て 、格別の 御理解

御協力を 頂き厚 く お礼申し 上げま す 。  

 さて、令和８ 年 度の各地 区連合 町 内会にお ける加 入 団体数等 につい

て、地区 連合町 内 会現況届 のご提 出 をお願い いたし ま す。  

１  提  出  物  

地区連合 町内会 現 況届  

   （ ※令和 ８ 年４月１ 日現在 の 内容でご 記入く だ さい）  

２  提出 期限  

令和８年 ４月 17 日（金）  

 ３  提  出  先  

〒 221-0824 横浜 市神奈川 区広台 太 田町３－ ８  

    神奈川 区 役所  地 域振興 課  まで  

    （※ 同封 の返信用 封筒を 御 利用くだ さい）  

 ４ そ の 他 

地区連合町内会現況届提出後に変更がある場合には、「地区連合町内 

会【設立・異動】届」をご提出ください。 

令和８年４月１日より、自治会ポータルからの入力も可能となります。 

なお、ポータル入力と紙での提出では、一部入力内容が異なりますので 

ご了承ください。入力方法の詳細につきましては、3 月配送便で市民局 

より配布する別資料をご参照ください。また、提出方法は「紙での提出」 

または「ポータルへの入力」のどちらか一方で構いません。ご都合のよ 

い方法でご対応いただきますようお願いいたします。 

担当 :神奈川 区役 所地域振 興課  

若尾  電 話 411－ 7086  

区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料  
令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日  
神 奈 川 区 地 域 振 興 課  



地区連合町内会 現況届 
     

                     令和  年  月  日 

 

 横浜市神奈川区長  

                      地区連合会名                 

                      会長氏名                  

次のとおり、令和８年４月１日現在の現況を届けます。 

地区連合会名  

会   

 

 

長 

ふりがな  

氏  名 
 

住  所 神奈川区 

連絡先 

自宅等     －      － 

ＦＡＸ     －      － 

携 帯     －      － 

連合加入団体数         団体 

加 

 

入 

 

団 

 

体 

１            （  世帯） 11            （  世帯） 

２            （  世帯） 12            （  世帯） 

３            （  世帯） 13            （  世帯） 

４            （  世帯） 14            （  世帯） 

５            （  世帯） 15            （  世帯） 

６            （  世帯） 16            （  世帯） 

７            （  世帯） 17            （  世帯） 

８            （  世帯） 18            （  世帯） 

９            （  世帯） 19            （  世帯） 

10            （  世帯） 20            （  世帯） 

連合加入世帯数          世帯 

加入世帯数は、加入団体の世帯数の合計をご記入ください。 

地域活動推進費補助金を交付する場合の世帯数は、上記の加入世帯数を基準とします。 

○総会及び定例会の日程 

  

  

  

  

    

   ※定例会の記入例：毎月最終日曜、区連会直後の土曜、毎月２５日 など 

 

４月 17 日までに提出をお願いいたします 

※令和８年４月１日より自治会ポータルでの登録も可能です。 

整理番号 

   

種 別 日 程 等 

定期総会 令和８年    月    日  

定例会 毎月              （開催しない月：    月） 



地区連合町内会 現況届 
     

                 令和  年  月  日 

 

 横浜市神奈川区長  

                      地区連合会名  ○○地区連合町内会               

 

                      会長氏名   神奈川 太郎               

 

次のとおり、令和８年４月１日現在の現況を届けます。 

地区連合会名 ○○地区連合町内会 

会   

 

 

長 

ふりがな かながわ たろう 

氏  名 神奈川 太郎 

住  所 神奈川区 ○○２丁目１－１ 

連絡先 

自宅等 ０４５ － ９９９  － ９９９９ 

ＦＡＸ ０４５ － ９９９  － ９９９９ 

携 帯 ０９０ － ９９９９  － ９９９９ 

連合加入団体数     ５    団体 

加 

 

入 

 

団 

 

体 

１ ○○町内会         （300 世帯） 11 

２ ○○自治会     （150 世帯） 12 

３ ○△町会      （100 世帯） 13 

４ ○○２丁目自治会   （200 世帯） 14 

５ ○△３丁目町内会   （400世帯） 15 

６ 16 

７ 17 

８ 18 

９ 19 

10 20 

連合加入世帯数     １１５０   世帯 

加入世帯数は、加入団体の世帯数の合計をご記入ください。 

地域活動推進費補助金を交付する場合の世帯数は、上記の加入世帯数を基準とします。 

○総会及び定例会の日程 

  

  

  

  

    

   ※定例会の記入例：毎月最終日曜、区連会直後の土曜、毎月２５日 など 

４月 17 日までに提出をお願いいたします 

※令和８年４月１日より自治会ポータルでの登録も可能です。 

整理番号 

   

種 別 日 程 等 

定期総会 令和８年  ５ 月 ２９  日  

定例会 毎月 最終日曜日     （開催しない月： ８・１２月） 

加入している単位町内会が提出

する現況届上の世帯数を合計し

て記入してください。 

記入例 



地区連合町内会〔設立・異動〕届 
 

                              令和  年  月  日 

（提出先） 

神奈川区長                                                        No. 

           連合自治会町内会名 

          （旧）会長住所 

 

          （旧）会長氏名                           

 下記のとおり〔設立・異動〕しましたので、お届けします。 

異 動 内 容 
(○で囲ってください) 

名称・編入・分離・会長・加入自治会町内会数・ 
・区域・会館・その他（          ） 

異 動 （ 設 立 ） 期 日 令和  年  月  日 

連 合 自 治 会 町 内 会 名 

 

 
   
 新 
  
 会 
   
 長 
   
   

ふ り が な 
氏    名 

 
 
 

自 宅 住 所 
〒 
神奈川区 

自宅電話・FAX ℡       －             FAX         － 

携帯電話          －       － 

加 入 自 治 会 町 内 会 数 

 
加入団体数     団体  
 
 
（変更があった団体名：             ）
  

連合自治会町内会の区域 

 

連 合 自 治 会 町 内 会 館 
名称  電話       － 

住所 神奈川区                         

備 考 

 
  

（注意）１ 届出は旧会長名でお願いします（設立、死亡及び解任の場合は除く）。 

    ２ 設立の場合は区域図、規約及び役員名簿を添付してください。 

    ３ 区域の変更の場合は、区域図を添付してください。 

    ４ 令和８年４月１日より自治会ポータルでの登録も可能です。 



 

 

 

地区連合町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

神奈川区地域振興課長 

 

地区連合町内会長及び自治会町内会長の個人情報の取り扱いについて 

 

 日頃から神奈川区政に対し御理解、御協力を賜りありがとうございます。 

 さて、自治会町内会長の氏名、住所、電話番号等個人情報については名簿を作成し、適切に 

管理を行っていますが、各機関等から照会があった場合には次のとおり取り扱いをさせていた 

だきたく、引き続き御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 １ 情報提供内容 

  

  

 

 

 

２ 情報提供方法 

  (1) 全件名簿による提供 

    市役所内部、神奈川区社会福祉協議会、神奈川警察署及び神奈川消防署については、 

   名簿により提供します。 

  (2) 当該自治会町内会のみ提供 

    下記の情報提供先については、当該自治会町内会の情報のみ提供します。 

情報提供先 具体的団体名等 

① 行政機関 国の機関、県の機関 

② 公共的機関 市外郭団体、市・区社協等 

③ 審議会等 会長が就任している審議会等の事務局 

④ 市会議員等 国会、県会、市会の各議員 

⑤ 工事業者※  東京電力、東京ガス、NTT等 

⑥ 不動産業者等※  不動産仲介業者、民間開発事業者(ディベロッパー)、宅建業協会 

⑦ 区民  転入等による区民からの照会 

⑧ その他※ 定例会で承認、または個別に確認を取った相手方 

※ 周辺住民との事前調整など自治会町内会にとって必要と認められる場合に限る。 

 

担当:神奈川区役所地域振興課 

若尾 電話 411－7086   

項 目 法人化した自治会町内会 

（認可地縁団体） 

左記以外の自治会町内会 

会長氏名 提    供 

会長住所 提   供 下記情報提供先にのみ提供 

会長電話番号 下記情報提供先にのみ提供 

区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
神 奈 川 区 地 域 振 興 課 



 

 

 

 

自治会町内会長 各位 

 

             神奈川区役所地域振興課 

 

令和８年度の配送便（白袋）について 

 

 日頃より区政に対しご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 さて、令和８年度の掲出依頼物等をお届けしている配送便（白袋）については、取扱

いが次のとおりとなりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

  

 １ 契約業者 

今後決定します。 

※７年度はウィズロジックス株式会社 

 

 ２ 配送方法（原則、変更なし） 

  (1) 配送月 

    ８月・12月を除いて毎月配送します。 

   

(2) 配送時期 

    原則、25日までの数日間で配送します。 

    なお、配送日の指定はできません。 

   

(3) 不在時の取扱い 

    不在時は現況届にて指定された場所（玄関先など）に留め置きを行います。 

 

 ３ その他 

   配送便送付先・広報送付先の変更や部数の変更については、毎月 10日までに 

地域振興課までお知らせいただければ、次回分から反映します。 

 ただし、４月配送便については４月３日届出分までの現況届を反映することと 

します。 

 

 

 

       担当:神奈川区役所地域振興 

若尾 電話 411－7086 

区 連 会 ３ 月 定 例 会 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 
神 奈 川 区 地 域 振 興 課 



令和８年 ３月１８日 
 
自治会町内会長 各位    
 
                            神奈川区交通安全対策協議会会長 

                                （神奈川区長）   鈴木 茂久 
 
 

自転車ルールのチラシの掲出について（依頼） 
 

平素から、区内の交通安全対策に御尽力を賜り厚くお礼申し上げま
す。  

本年４月１日、改正道路交通法が施行されることに伴い、自転車を

対象とした交通反則通告制度が変更となります。 

つきましては、自転車に係る交通事故の防止、交通違反を防止する

観点から注意喚起を促すため、道路局で作成したチラシを３月配送便

でお送りいたしますので、掲示板への掲出をお願いいたします。 

 

 なお、掲示板には「守ってますか？自転車ルール」の面を表にしてご

掲出をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当事務取扱者 
〒２２１-０８２４ 神奈川区広台太田町３－８ 

                         神奈川区役所地域振興課 
                         担当： 桑野、松澤、段     

℡ ４１１－７０９５ 
 







 

 

自治会町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.4」の公開について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

令和７年 11 月にウェブ公開した「自治会町内会のための講習会」の内容を中心にまとめた、自治会

町内会活動事例集「ハマの元気印令和デジタル版 vol.4」を作成し、ホームページに公開しました。 

負担軽減等の活動事例を紹介していますので、自治会町内会活動をご検討の際にご活用ください。 

 

２ お願いしたいこと 

 【区 連 長】ご承知おきください。 

 【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 内容 

（１） 自治会町内会の運営課題と工夫 

令和７年度自治会町内会アンケートの回答から、運営上の課題に 

対する工夫例を紹介しています。 

（２）事例紹介※11月定例会資料にて、動画配信をご案内したものと同事例です。 

事例１ 中区 本牧大鳥自治会 

「人が動きたくなる工夫と参加を生む自治会マネジメントの実践」 

 

事例２ 保土ケ谷区 岩井町原第一町内会 

「キャッシュレス決済導入について」～PayPayを活用した集金事例～ 

 

 事例３ 都筑区 東山田四丁目町内会 

   「デジタルを活用した持続可能な町内会運営に向けて」 

（３）自治会町内会活動におけるデジタルツールの紹介 

 

４ 公開先 URL 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html 

 

 

 

５ その他 

  データ掲載のみとなりますので、冊子が必要な場合は、お手数ですが、上記ホームページからデータ

をダウンロードの上、印刷いただくようお願いいたします。 

事例１～３については、発表動画を上記ホームページから視聴できますので、ぜひご覧ください。 

 

 【担当】横浜市市民局地域活動推進課 佐藤、笹尾 

    電話：671－2317 

Ｅメール：sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 

 

 

 

 
市連会３月定例会資料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 
市民局地域活動推進課 

横浜市 自治会町内会への加入促進 検索 

←二次元コード 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kanyu_sokushin.html


消 生 情費 活 報くくららしナビしナビ
発行：横浜市消費生活総合センター“お互いに 一声かけて見守りを！”

SNSをきっかけとしたSNSをきっかけとした
 副業や投資等の「もうけ話」に注意！ 副業や投資等の「もうけ話」に注意！

〔  　　　　　　　〕消費生活相談電話

横浜市消費生活総合センター

045-845-6666 平　日　9：00 ～ 18：00
土・日　9：00 ～ 16：45

相談事例など暮らしに役立つ情報満載！

トラブル防止のポイント

よ はこ ま  令和８年 

4・5月号

　「動画を見るだけで報酬がもらえる」というSNS広告を
見て、副業に登録した。「必ずもうかる」と投資を勧められ
指定の個人口座に２０万円を送金したが、報酬の出金がで
きない。 （相談者：60歳代 男性）

　「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」などと
簡単な作業の副業サイトに登録後、「高額投資を勧められた」

「追加で費用を請求された」という相談が増えています。
　「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告は、 
うのみにしないようにしましょう。

□ ��お金の送金を求められたらまず疑う！✓
□ ���S N S で 知 り 合 っ た 相 手 に 安 易 に 

個人情報を伝えない！
✓

□	��副業の話が「投資」にすり替わったら
要注意！

✓
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